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ハラスメント対策を契機に
「働きがいのある職場」を
めざす

ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点からみた 
企業を取り巻く環境変化第2回

連載

　第１回では人事の実務家が知る
べきパワハラ概論と題して、ハラ
スメントの１つであるパワハラを
取り上げました。今回はハラスメ
ントを含めた ESG 要因がなぜ注
目されるようになったのか、その
環境変化を解説します。

1 ESGとハラスメント

　近年、メディア等でも関心が高
まっているのが ESG です。ESG
とは環境（Environment）・社会

（Social）・ガバナンス（Governance）
の頭文字を取った語です。具体的
に ESG 要因として扱われる項目
を図表１にまとめています。端的
に述べると、「社会」は企業を取
り巻くさまざまなステークホル
ダー（利害関係者）、「環境」は社
会の外側に所与で事業の前提とな
る自然環境、「ガバナンス」は環
境・社会要因についての意思決定
を行う仕組みについてをそれぞれ
指します。本連載で取り上げるハ
ラスメントは「社会（Ｓ）」要因

の１つに数えられるのが一般的で
す。
　ハラスメントは人権侵害の１分
類と考えられます。一般に人権侵
害については ILO（国際労働機
関、 International Labour 
Organization）のコア領域が世
界ではよく参照されます。ILO
のコア領域とは「児童労働」「強
制労働」「非差別」「結社の自由」

「団体交渉」の５つです。
　児童労働とは文字どおり子ども
に労働を強制することで、通常違
法とされるか、搾取的と考えられ
ています。強制労働とは労働者を
脅迫や罰則で縛り、本人の意に沿
わない労働を強制することです。
非差別とは異なる属性の労働者を
公平に扱うことです。結社の自由
とは労働組合など特定のグループ
への加入、グループからの脱退を
自由に行えることです。最後に団
体交渉とは労働組合など特定のグ
ループがその構成員の意向を踏ま
えて企業の経営陣と交渉すること
です。

　ハラスメントはこのなかで非差
別領域の違反と考えられます。も
ちろん前回取り上げたパワハラを
含め差別の被害に遭われている方
の心的被害は大きいです。しかし
児童労働などその他の人権侵害に
比べると、構造的でないケースも
多く、企業が対処できる事が多く
あります。児童労働の一例として
はウズベキスタンでの綿花栽培で
の児童労働があげられます。ウズ
ベキスタンは世界でも有数の綿花
の産地であり、生産量では世界６
位、出荷量では世界３位を誇って
います。人権 NGO の一部はこの
出荷を支えているのは綿花農家だ
けではなく、児童も含まれている
と指摘しました。その申立てによ
るとウズベキスタン政府は各地方
政府に対し出荷量の割当てを定
め、地方政府はそれを満たすため
に教育機関を休校にして児童にも
出荷を強制しているとのことで
す。この場合、児童労働は政府の
命令で行われており、綿花農家や
その出荷先である縫製工場が行動
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せ、残業を隠ぺいさせるという行
為は業種を問わず指摘されていま
す。とくにデスクワークの多い業
種では職場での残業を認めず、自
宅での持ち帰り残業が常態化して
いるという事案も報道されたこと
があります。
　またこのような事案は従業員に
対してだけでなく、調達先や下請
業者、代理店といったビジネス
パートナーに対して行われること
もあります。派遣社員が派遣先で
のパワハラを人材紹介会社に相談
しても是正が図られるどころか、
雇止めになるケースがあります。
人材の流動化や勤務形態の柔軟化
が叫ばれる今日ですが、このよう
な事例は時流に逆行するものです。
　このほかにもコンビニと加盟店
との関係も今年大きな話題となっ
ています。加盟店が休業としたく
てもコンビニの本部が営業継続を
求め、加盟店契約解除を恐れ、加
盟店が営業継続命令に従ってしま
うというケースが報じられてきまし
た。なかには災害時に50時間連続
で営業を継続せざるを得なくなっ
たものもあり、パワハラの一種で
あるといって差し支えないでしょう。

3 ハラスメントにより企業が抱えるリスク

　ハラスメントを放置した企業は
大きく分けて３つのリスクを抱え
ることになります。
　第１に投融資条件悪化のリスク

年の１年間で10人以上の自殺者
を出す事態となりました。需要急
増に対して製造業者が限られてい
るという構造的な要因が事態悪化
に拍車をかけた形となりました。

2 ステークホルダーとの関係

　以上で述べた児童労働や強制労
働のような規模ではないとして
も、ハラスメントは従業員やビジ
ネスパートナーとの関係に悪影響
があることは間違いありません。
　従業員に対するセクハラは多く
の日本企業で対策が取られたこと
から、以前に比べれば減っている
ようにみえます。しかし、依然と
して職場内で性的な話題を繰り返
す、または宴席で女性社員に承諾
なく触れるといった行為がメディ
アで取り上げられることがあります。
　近年は働き方改革が進む一方
で、これまでどおりの収益獲得を
求められることから中間管理職が
その部下に対してパワハラ行為に
至るという事案が多くみられるよ
うになりました。たとえば部下が
これまでどおり残業を行うもの
の、上司が労働時間を過少申告さ

を改めるだけでは問題解決に程遠
く、ハラスメントに比べるとより
構造的であるといえます。
　一方、強制労働に従事する者は
現代奴隷と呼ばれ、構造的な問題
として考えられており、実態の把
握および解消に向けて規制を強化
する国も増えてきています。奴隷
と聞くと歴史上の事実と考える読
者もいらっしゃるかもしれません
が、形態が多少変化しても地位の
低い労働者が現代でも存在してお
り、NGO で あ る Walk Free 
Foundation は Global Slavery 
Index を毎年更新し、とくに現代
奴隷の多い国を指摘しています。
それらの国は主にアジアに集中し
ています。
　一例として2010年の台湾企業
での集団自殺事件があります。同
社はゲーム機器やタブレットなど
の電化製品の製造を日本や米国の
企業から請け負っていました。し
かしこれらの機器の需要急増に伴
い、製造ラインが逼迫した結果、
月平均残業時間が120時間にも及
んだと一部の欧米メディアが伝え
ました。明確な労働環境の改善が
なされなかったことから、2010

図表１　ESG要因の主な構成要素

要因 一般的な該当項目

環境（Ｅ） 気候変動、大気汚染、水質汚濁、廃棄物、水使用、生物多様性

社会（Ｓ） 顧客、地域社会、従業員、サプライヤー、下請、代理店

ガバナンス（Ｇ） 行動規範、取締役会、リスクマネジメント
資料出所：日本総合研究所作成
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配慮の優位性を考慮するものがあ
ります。このような融資商品設定
の背景には女性活躍や働き方改革
に先進的な企業は社会情勢の変化
に対する適応力が高く、貸付先と
して安定的な関係を築ける可能性
が高いとの考えがあるように推察
できます。逆にハラスメントを放
置する企業は次に示すように人材
の流動性が増し、安定性が損なわ
れる可能性があると考えられます。
　第２に優秀な人材の喪失リスク
です。
　筆者は青山学院大学の非常勤講
師として ESG 要因についての講
義を担当しており、毎週大学生と
コミュニケーションを取っていま
す。彼らは安定成長する企業に関
心が高い一方、いわゆる「ブラッ
ク企業」へ強い警戒感をもってい
ます。就職と関連した企業に関す
る議論は授業時間内では収まら
ず、その後も相談に応じることが

大きい企業は指数に入りにくい基
準となっており、この指数の存在
がハラスメント、とくにセクハラ
の抑止につながることが期待され
ます。また総合型２指数において
も、社会要因として労働基準やサ
プライチェーンにおける労働管理
が企業選定の基準に含まれてお
り、ハラスメントを放置する企業
に対しては厳しいものとなってい
ると考えられます。
　世界最大の年金基金である
GPIF がこのような ESG 指数を
選出したことは他の機関投資家の
投資方針にも大きな影響を与える
可能性があります。
　一方、融資でも女性活躍や働き
方改革で先進的な取組みを推奨す
るような融資商品が出てきていま
す。通常融資においては借り手で
ある企業の財務体質や収益性が大
きな判断項目となることが一般的
ですが、それに加えて従業員への

です。冒頭の ESG 要因を配慮し
た投資である ESG 投資の拡大も
その一因です（図表２）。日本で
ESG 投資を推進する NPO 法人、
日本サステナブル投資フォーラム
は運用会社など機関投資家へのア
ンケート調査を基に、日本の
ESG 投資残高を毎年推計してい
ます。過去４年の ESG 投資残高
の推移をみてみると、2015年の
27兆 円 か ら2016年 の56兆 円、
2017年の137兆円、そして2018年
の232兆円と短期間で急増してい
ます。しかも日本の家計金融資産
約1,800兆円と比べると、その
12％程度にとどまっており、まだ
伸び代があるといえます。
　ESG 投資のすべてでハラスメ
ントが考慮されているとは限りま
せんが、従業員やビジネスパート
ナーは ESG 投資家が考慮すべき
ステークホルダーとして広く認識
されています。
　たとえば世界最大の公的年金で
ある GPIF（年金積立金運用管理
独立行政法人）は2017年７月に
３つの ESG 指数の選出とそれに
即した投資により ESG 投資を本
格化させました。３指数のうち２
指数は ESG 要因のすべてを考慮
した総合型でしたが、残り１指数
は日本企業の女性活躍の取組みが
優れた企業でのみ構成されたもの
でした。セクハラといった職場の
嫌がらせもさることながら、勤務
年数などについても男女の格差が

図表２　日本のESG投資残高

資料出所：日本サステナブル投資フォーラムより日本総合研究所作成
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ハラスメント対策を契機に「働きがいのある職場」をめざす

題のなかでの位置づけ、ステーク
ホルダー別のハラスメントの実
例、それに伴う企業のリスクにつ
いて取り上げてきました。
　ハラスメントは現存の社員の問
題であるとともに、その悪影響は
将来入社予定の新卒や中途の人
材、顧客、株主にもおよぶという
ことを留意しておく必要がありま
す。人権侵害のなかでは比較的構
造的ではなく、企業内でも対処し
やすいと受け取られることが多い
ことから、ハラスメントの放置に
対して厳しい視線が向けられるの
は想像に難くありません。また、
会社が十分に対策を取っていると
いう認識をもっている場合でも、
被害者が不十分と考えればSNS
等で暴露するケースがますます増
えています。
　現在では採用希望者はまず会社
のウエブサイトだけでなく SNS
やインターネット上の情報を確認
します。また投資家も優秀な人材
を維持できるかどうか、企業が公
表する情報を中心に判断します。
情報開示を美徳として積極的な姿
勢が増えることが期待されます。

を取り上げました。仮に企業への
投資を引き揚げない場合でもエン
ゲージメントとして事態の改善を
求めてくる可能性があります。
　エンゲージメントとは企業と投
資家との対話のことですが、投資
家が自らの懸念を基に企業に活動
の改善を求めるのが通例です。も
ちろんエンゲージメントでの要求
事項はあくまでも投資家からの希
望であり、必ずしも従わなければ
ならない要求ではありません。し
かしいつまでも企業側が対応しな
ければ、投資を引き揚げる可能性
があるだけでなく、株主総会など
より公式の場でその懸念を表明さ
れる可能性が高まります。これま
でハラスメントについて株主総会
の場で取り上げられたことはあま
りありませんでしたが、一部の企
業では従業員配慮について株主提
案の議案がすでに提出されていま
す。ハラスメントがこれまでどお
り取り上げられないと考えるのは
早計といえそうです。

4 まとめ

　本稿ではハラスメントの人権問

よくあります。先述の投資家は不
祥事を起こした企業から投資資金
を引き揚げれば済むものの、採用
希望者は就職により自身を企業に
投資するという意識をもっている
というのがその理由です。学生の
姿勢が真剣なのもうなずけます。
　彼らの「ブラック企業」の認識
を聞いてみると、社会人の考える
ブラック企業像よりも厳しいもの
を想定しているようです。残業時
間についてだけでなく、仕事の内
容、理想とする職場環境について
も自分なりの考え方をもっていま
す。自らのキャリア開発へのつな
がりがみえにくい業務を命じられ
た場合、それをパワハラと考える
可能性があります。
　また女子学生であれば、とくに
結婚、出産、育児といったライフ
イベントに対する対応やセクハラ
に遭う可能性などにも関心が高
く、企業からの開示情報が不十分
だったり、悪い口コミをみつけた
りすれば、その企業を避けること
につながってしまいます。またい
わゆる新卒採用に限らず、中途採
用であっても優秀な人材ほど、企
業からの処遇に対して敏感で、よ
りよい職場環境があれば、転職す
る意欲をもっていることも忘れて
はなりません。
　最後に株主から批判されるリス
クです。ハラスメントを放置する
企業の第１のリスクとして、機関
投資家が投資を引き揚げるリスク
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